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審決 

 

不服２０１８－１５７２７ 

 

 （省略） 

 請求人 株式会社三洋物産 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 中村 敏之 

 

 

 特願２０１７－７５２９４号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成２９年

７月６日出願公開、特開２０１７－１１９１８０号、請求項の数（２）〕につ

いて、次のとおり審決する。 

 

 結論 

 原査定を取り消す。 

 本願の発明は、特許すべきものとする。 

 

 理由 

第１ 手続の経緯 

 

 本願は、平成２４年７月１７日に出願した特願２０１２－１５９０４０号

（以下、「原出願」という。）の一部を平成２９年４月５日に新たな特許出願

（特願２０１７－７５２９４号）としたものであって、平成２９年５月６日に

手続補正書が提出され、平成３０年１月３０日付けで拒絶理由が通知され、同

年４月７日に意見書が提出されたところ、同年８月２２日付け（送達日：同年

８月２８日）で拒絶査定がなされ、それに対して、同年１１月２８日に拒絶査

定不服審判の請求がなされると同時に手続補正（以下、「本件補正」という。）

がなされたものである。 

 

第２ 本件補正の適否 

 

１ 補正の内容 

 

（１） 請求項１について 

 本件補正は、特許請求の範囲の請求項１を、 

「遊技者によって視認可能な装飾部を有し、該装飾部を収容する収容領域の端

側に配置される第１状態と、前記収容領域の中央側に移動した第２状態とに変

位可能であって前記第１状態および前記第２状態において遊技者により前記装

飾部が視認可能に設けられた動作部材と、 

 該動作部材に設けられ、遊技者側に前面側が向き、裏面側が遊技者とは反対

側に向けて配置された基板と、 
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 該基板の前記裏面側に設けられ、前記第２状態において前記収容領域の端側

であって前記第１状態に位置した側に光を照射可能であって、前記第１状態か

ら前記第２状態への変位動作中において前記第１状態に位置した側に光を照射

する第１発光手段とを備えたことを特徴とする遊技機。」 

とする補正（以下、「補正事項１」という。下線は当審で付した。以下、同

様。）を含んでいる。 

 

（２） 請求項２について 

 本件補正は、特許請求の範囲の請求項２を、 

「遊技者によって視認可能な装飾部を有し、該装飾部を収容する収容領域の端

側に配置される第１状態と、前記収容領域の中央側に移動した第２状態とに変

位可能であって前記第１状態および前記第２状態において遊技者により前記装

飾部が視認可能に設けられた複数の動作部材と、 

 前記第１状態において複数が前後に重なって配置される動作部材のうち後側

に少なくとも１以上の動作部材が設けられる動作部材であって、前記第２状態

として前記第２状態への移動方向基端側の一部が後側の動作部材に重ならない

位置に配置可能な前側の動作部材に設けられ、遊技者側に前面側が向き、裏面

側が遊技者とは反対側に向けて配置された基板と、 

 該基板の前記裏面側であって前記前側の動作部材の移動方向基端側の前記一

部に設けられ、前記基板に略垂直な後側に向けて光を照射可能であって、前記

第１状態から前記第２状態への変位動作中において前記基板に略垂直な後側に

向けて光を照射する第２発光手段とを備えたことを特徴とする遊技機。」 

とする補正（以下、「補正事項２」という。）を含んでいる。 

 

２ 補正の適否についての検討 

 

（１） 補正事項１について 

 本件補正の補正事項１は、本件補正前の請求項１における「前記第１状態か

ら第２状態」との記載を、「前記第１状態から前記第２状態」と補正すること

を含むものであって、この補正は、請求項１の他の記載からみて、「前記第１

状態から第２状態」の記載における「第２状態」が、その箇所より前に記載さ

れた「第２状態」に対応するものであることが明らかであるため、「第２状態」

が「前記第２状態」の誤記であるとして、それを訂正するものであるから、特

許法第１７条の２第５項第３号に掲げる事項を目的とするものに該当する。 

 

（２） 補正事項２について 

 本件補正の補正事項２は、本件補正前の請求項２における「第１状態におい

て」との記載を、「前記第１状態において」と補正すること、同「前記前側動

作部材」との記載を、「前記前側の動作部材」と補正すること、同「前記第１

状態から第２状態」との記載を、「前記第１状態から前記第２状態」と補正す

ることを含むものであって、請求項２の他の記載からみて、「第１状態におい

て」の記載における「第１状態」が、その箇所より前に記載された「第１状態」
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に対応するものであること、及び、「前記第１状態から第２状態」の記載にお

ける「第２状態」が、その箇所より前に記載された「第２状態」に対応するも

のであることは明らかであり、また、本件補正前の請求項２には「前側動作部

材」との記載は存在せず、「前側の動作部材」との記載が存在することから、

「前記前側動作部材」の記載における「前側動作部材」が「前側の動作部材」

に対応するものであることは明らかである。 

 よって、本件補正の訂正事項２は、「第１状態」が「前記第１状態」の誤記

であり、「前記前側動作部材」が「前記前側の動作部材」の誤記であり、 

「第２状態」が「前記第２状態」の誤記であるとして、それらを訂正するもの

であるから、特許法第１７条の２第５項第３号に掲げる事項を目的とするもの

に該当する。 

 

（３） 特許法第１７条の２第３項の規定について 

 本件補正は、本願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面

に記載した事項の範囲内においてしたものであることは明らかであるから、特

許法第１７条の２第３項の規定に適合する。 

 

（４） 本件補正についての結論 

 以上のことから、本件補正は適法になされたものである。 

 

第３ 本願発明 

 

 以上のとおり、本件補正は適法になされたものであるから、本願の請求項１

及び２に係る発明（以下、「本願発明１」及び「本願発明２」という。）は、

本件補正により補正された特許請求の範囲の請求項１及び２に記載された事項

により特定されるものと認められ、分説してＡないしＨの符号を付与すると、

以下の事項により特定される発明である。 

 

＜本願発明１＞ 

「Ａ 遊技者によって視認可能な装飾部を有し、該装飾部を収容する収容領域

の端側に配置される第１状態と、前記収容領域の中央側に移動した第２状態と

に変位可能であって前記第１状態および前記第２状態において遊技者により前

記装飾部が視認可能に設けられた動作部材と、 

Ｂ 該動作部材に設けられ、遊技者側に前面側が向き、裏面側が遊技者とは反

対側に向けて配置された基板と、 

Ｃ 該基板の前記裏面側に設けられ、前記第２状態において前記収容領域の端

側であって前記第１状態に位置した側に光を照射可能であって、前記第１状態

から前記第２状態への変位動作中において前記第１状態に位置した側に光を照

射する第１発光手段と 

Ｄ を備えたことを特徴とする遊技機。」 

 

＜本願発明２＞ 
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「Ｅ 遊技者によって視認可能な装飾部を有し、該装飾部を収容する収容領域

の端側に配置される第１状態と、前記収容領域の中央側に移動した第２状態と

に変位可能であって前記第１状態および前記第２状態において遊技者により前

記装飾部が視認可能に設けられた複数の動作部材と、 

Ｆ 前記第１状態において複数が前後に重なって配置される動作部材のうち後

側に少なくとも１以上の動作部材が設けられる動作部材であって、前記第２状

態として前記第２状態への移動方向基端側の一部が後側の動作部材に重ならな

い位置に配置可能な前側の動作部材に設けられ、遊技者側に前面側が向き、裏

面側が遊技者とは反対側に向けて配置された基板と、 

Ｇ 該基板の前記裏面側であって前記前側の動作部材の移動方向基端側の前記

一部に設けられ、前記基板に略垂直な後側に向けて光を照射可能であって、前

記第１状態から前記第２状態への変位動作中において前記基板に略垂直な後側

に向けて光を照射する第２発光手段と 

Ｈ を備えたことを特徴とする遊技機。」 

 

第４ 原査定の概要 

 

 原査定の概要は以下のとおりである。 

 

 本願請求項１及び２に係る発明は、原出願と同日に出願された下記の出願に

係る請求項１及び２に係る発明と同一と認められ、かつ下記の出願に係る発明

は特許されており協議を行うことができないから、特許法第３９条第２項の規

定により特許を受けることができない。 

 

記 

同日出願：特願２０１２－１５９０３８号（特許第５９２４１７１号） 

 

 なお、原査定においては、原出願前周知の事項を表す文献として、特開２０

１２－１１５５０９号公報も示された。 

 

第５ 同日出願に係る発明 

 

 原査定の拒絶の理由に引用された同日出願の請求項１及び２に係る発明（以

下、「同日出願発明１」及び「同日出願発明２」という。）は、以下のとおり

である。なお、ａないしｈの符号は、本願発明１及び本願発明２に付与したＡ

ないしＨの符号に対応するものである。 

 

＜同日出願発明１＞ 

「ａ 遊技者によって視認可能な装飾部を有し、該装飾部を収容する収容領域

の端側に配置される第１状態と、前記収容領域の中央側に移動した第２状態と

に変位可能であって前記第１状態および前記第２状態において遊技者により前

記装飾部が視認可能に設けられた動作部材と、 

ｂ 該動作部材に設けられ、遊技者側に前面側が向き、裏面側が遊技者とは反
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対側に向けて配置された基板と、 

ｃ 該基板の前記裏面側に設けられ、前記第２状態において前記収容領域の端

側であって前記第１状態に位置した側に光を照射可能な発光手段を有する第１

発光手段と 

ｄ を備えたことを特徴とする遊技機。」 

 

＜同日出願発明２＞ 

「ｅ 遊技者によって視認可能な装飾部を有し、該装飾部を収容する収容領域

の端側に配置される第１状態と、前記収容領域の中央側に移動した第２状態と

に変位可能であって前記第１状態および前記第２状態において遊技者により前

記装飾部が視認可能に設けられた複数の動作部材と、 

ｆ 第１状態において複数が前後に重なって配置される動作部材のうち後側に

少なくとも１以上の動作部材が設けられる動作部材であって、前記第２状態と

して前記第２状態への移動方向基端側の一部が後側の動作部材に重ならない位

置に配置可能な前側の動作部材に設けられ、遊技者側に前面側が向き、裏面側

が遊技者とは反対側に向けて配置された基板と、 

ｇ 該基板の前記裏面側であって前記前側動作部材の移動方向基端側の前記一

部に設けられ、前記基板に略垂直な後側に向けて光を照射する第２発光手段と 

ｈ を備えたことを特徴とする遊技機。」 

 

第６ 対比、検討 

 

１ 本願発明１について 

  

（１） 本願発明１と同日出願発明１との対比 

 本願発明１と同日出願発明１とを対比する。 

 

ア 本願発明１の構成Ａ、Ｂ及びＤについて 

 本願発明１の構成Ａ、Ｂ及びＤと、同日出願発明１の構成ａ、ｂ及びｄは、

文言において一致する。 

 

イ 本願発明１の構成Ｃについて 

 本願発明１の構成Ｃにおける「該基板の前記裏面側に設けられ、前記第２状

態において前記収容領域の端側であって前記第１状態に位置した側に光を照射

可能であって、前記第１状態から前記第２状態への変位動作中において前記第

１状態に位置した側に光を照射する第１発光手段」と、同日出願発明１の構成

ｃにおける「該基板の前記裏面側に設けられ、前記第２状態において前記収容

領域の端側であって前記第１状態に位置した側に光を照射可能な発光手段を有

する第１発光手段」とを対比すると、本願発明１においても、第１発光手段が

発光手段を備えていることは明らかであるから、両者は、該基板の前記裏面側

に設けられ、前記第２状態において前記収容領域の端側であって前記第１状態

に位置した側に光を照射可能な第１発光手段を備える点で一致する。 
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ウ 一致点及び相違点 

 上記ア及びイより、本願発明１と同日出願発明１とは、以下の点で一致する。 

＜一致点＞ 

Ａ 遊技者によって視認可能な装飾部を有し、該装飾部を収容する収容領域の

端側に配置される第１状態と、前記収容領域の中央側に移動した第２状態とに

変位可能であって前記第１状態および前記第２状態において遊技者により前記

装飾部が視認可能に設けられた動作部材と、 

Ｂ 該動作部材に設けられ、遊技者側に前面側が向き、裏面側が遊技者とは反

対側に向けて配置された基板と、 

Ｃ’ 該基板の前記裏面側に設けられ、前記第２状態において前記収容領域の端

側であって前記第１状態に位置した側に光を照射可能である第１発光手段と 

Ｄ を備えた遊技機。 

 そして、両者は、以下の相違点を有する。 

＜相違点１＞ （本願発明１の構成Ｃに関して） 

 第２状態において収容領域の端側であって第１状態に位置した側に光を照射

可能である第１発光手段に関して、本願発明１は、前記第１状態から前記第２

状態への変位動作中において前記第１状態に位置した側に光を照射するもので

あるのに対して、同日出願発明１は、その点が特定されていない点。 

 

（２） 検討 

 上記相違点１について検討する。 

 他の出願が同日出願に係る発明である場合の同一性の判断に際し、以下の

（ア）、（イ）のいずれの場合においても、本願発明１と同日出願発明１が同

一の発明であるといえるときに、本願発明１と同日出願発明１とは同一である

といえる。 

 

（ア）本願発明１を先の出願に係る発明（以下、「先願発明」という。）と仮

定し、同日出願発明１を後の出願に係る発明（以下、「後願発明」という。）

と仮定したとき。 

 

（イ）同日出願発明１を先願発明と仮定し、本願発明１を後願発明と仮定した

とき。 

 

 そして、先願発明と後願発明に相違点がある場合であっても、相違点が以下

のａ、ｂ、ｃのいずれかに該当する場合は、両者は実質同一であるといえる。 

 

ａ 課題解決のための具体化手段における微差（周知技術、慣用技術の付加、

削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの）である場合。 

 

ｂ 先願発明の発明特定事項を後願発明において上位概念として表現したこと

による差異である場合。 

  

ｃ 単なるカテゴリー表現上の差異（例えば、表現形式上、「物」の発明であ
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るか、「方法」の発明であるかの差異）である場合。 

 

 そこで、まず上記（イ）の場合、すなわち、同日出願発明１を先願発明とし、

本願発明１を後願発明と仮定したときの場合の上記ａ、ｂ、ｃについて検討す

る。 

 

＜ａについて＞ 

 上記相違点１が、周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新た

な効果を奏するものではないものであるか否かについて以下に検討する。 

 原査定時に原出願前周知の技術として示された特開２０１２－１１５５０９

号公報の段落【００２７】における「可動役物２８は、遊技盤２に対して可動

に構成されており、遊技者による遊技の進行に応じて、例えば内蔵された発光

素子を発光させながら動作することによって各種の演出を行う。」との記載に

例示されるように、可動部材に内蔵された発光素子を発光させながら当該可動

部材を動作することは、原出願前の周知技術と認められる。 

 しかしながら、上記相違点１に係る本願発明１の構成は、単に第１発光手段

を発光させながら動作部材が動作するものではなく、第１発光手段は「第１状

態に位置した側」（収容容器の端側）に「光を照射する」ものであり、前記第

１状態から前記第２状態への変位動作中において「第１状態に位置した側」

（収容容器の端側）に「光を照射する」ものであるから、可動部材に内蔵され

た発光素子により所定の方向に光を照射しながら当該可動部材を動作するもの

であり、当該構成は、単に、可動部材に内蔵された発光素子を発光させながら

当該可動部材を動作するものとは異なり、原出願前の周知技術とはいえない。 

 また、本願発明１は、上記相違点１に係る構成を備えることにより、請求人

が審判請求書において主張するように、「動作部材の変位動作中に発光手段に

よる照射範囲や照射位置が変化する」という作用効果を奏するものである。 

 してみると、本願発明１の上記相違点１に係る構成は、周知技術、慣用技術

の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないものとはい

えず、課題解決のための具体化手段における微差とはいえないことから、上記

相違点１は、上記ａには該当しない。 

 

＜ｂについて＞ 

 後願発明とした本願発明１は、上記相違点１に係る構成により、先願発明と

した同日出願発明１に構成上の特定を行ったものであるから、上記相違点１が

先願発明の発明特定事項を後願発明において上位概念として表現したものでな

いことは明らかであり、上記相違点１は、上記ｂには該当しない。 

 

＜ｃについて＞ 

 本願発明１と同日出願発明１とは、単なるカテゴリー表現上の差異（例えば、

表現形式上、「物」の発明であるか、「方法」の発明であるかの差異）である

場合に該当しないことは明らかである。 
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 したがって、上記（イ）の場合の検討において、本願発明１と同日出願発  

明１とは同一であるとはいえない。 

 

 よって、上記（ア）の場合について検討するまでもなく、本願発明１は同日

出願発明１と同一であるとはいえない。 

 

２ 本願請求項２について 

  

（１） 本願発明２と同日出願発明２との対比 

 本願発明２と同日出願発明２とを対比する。 

 

ア 本願発明２の構成Ｅ、Ｆ及びＨについて 

 本願発明２の構成Ｅ、Ｆ及びＨと、同日出願発明２の構成ｅ、ｆ及びｈは、

実質的に文言において一致する。 

 

イ 本願発明２の構成Ｇについて 

 本願発明２の構成Ｇにおける「該基板の前記裏面側であって前記前側の動作

部材の移動方向基端側の前記一部に設けられ、前記基板に略垂直な後側に向け

て光を照射可能であって、前記第１状態から前記第２状態への変位動作中にお

いて前記基板に略垂直な後側に向けて光を照射する第２発光手段」と、同日出

願発明２の構成ｇにおける「該基板の前記裏面側であって前記前側動作部材の

移動方向基端側の前記一部に設けられ、前記基板に略垂直な後側に向けて光を

照射する第２発光手段」とを対比すると、両者は実質的に、該基板の前記裏面

側であって前記前側動作部材の移動方向基端側の前記一部に設けられ、前記基

板に略垂直な後側に向けて光を照射する第２発光手段を備える点で一致する。 

 

ウ 一致点及び相違点 

 上記ア及びイより、本願発明２と同日出願発明２とは、以下の点で一致する。 

＜一致点＞ 

「Ｅ 遊技者によって視認可能な装飾部を有し、該装飾部を収容する収容領域

の端側に配置される第１状態と、前記収容領域の中央側に移動した第２状態と

に変位可能であって前記第１状態および前記第２状態において遊技者により前

記装飾部が視認可能に設けられた複数の動作部材と、 

Ｆ 前記第１状態において複数が前後に重なって配置される動作部材のうち後

側に少なくとも１以上の動作部材が設けられる動作部材であって、前記第２状

態として前記第２状態への移動方向基端側の一部が後側の動作部材に重ならな

い位置に配置可能な前側の動作部材に設けられ、遊技者側に前面側が向き、裏

面側が遊技者とは反対側に向けて配置された基板と、 

Ｇ’ 該基板の前記裏面側であって前記前側動作部材の移動方向基端側の前記一

部に設けられ、前記基板に略垂直な後側に向けて光を照射する第２発光手段と 

Ｈ を備えた遊技機。」 

 

 そして、両者は、以下の相違点を有する。 
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＜相違点２＞ （本願発明２の構成Ｇに関して） 

 基板に略垂直な後側に向けて光を照射する第２発光手段に関して、本願発明

２は、第１状態から第２状態への変位動作中において光を照射するものである

のに対して、同日出願発明２は、その点が特定されていない点。 

 

（２） 検討 

 上記相違点２について検討する。 

 上記「１ 本願発明１について」において検討したように、上記（イ）に示

した、同日出願発明２を先願発明とし、本願発明２を後願発明と仮定したとき

の場合において、上記相違点２が上記したａ、ｂ、ｃのいずれかに該当するか

否かについて検討する。 

 

＜ａについて＞ 

 上記「１ 本願発明１について」において指摘したように、可動部材に内蔵

された発光素子を発光させながら当該可動部材を動作することは、原出願前の

周知技術と認められるが、可動部材に内蔵された発光素子により所定の方向に

光を照射しながら当該可動部材を動作することは、原出願前の周知技術とは認

められない。 

 してみると、本願発明２における上記相違点２に係る構成において、「基板

に略垂直な後側に向けて光を照射する第２発光手段」が「前記第１状態から前

記第２状態への変位動作中において」「光を照射する」ことは、原出願前の周

知技術とはいえない。 

 また、本願発明２は、第２発光手段が「第１状態から第２状態への変位動作

中において基板に略垂直な後側に向けて光を照射する」ことにより、請求人が

主張する「動作部材の変位動作中に発光手段による照射範囲や照射位置が変化

する」という作用効果を奏するものである。 

 よって、本願発明２の上記相違点２に係る構成は、周知技術、慣用技術の付

加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないものとはいえず、

課題解決のための具体化手段における微差とはいえないことから、上記相違点

２は、上記ａには該当しない。 

 

＜ｂについて＞ 

 後願発明とした本願発明２は、上記相違点２に係る構成により、先願発明と

した同日出願発明２に構成上の特定を行ったものであるから、上記相違点２が

先願発明の発明特定事項を後願発明において上位概念として表現したものでな

いことは明らかであり、上記相違点２は、上記ｂには該当しない。 

 

＜ｃについて＞ 

 本願発明２と同日出願発明２とは、単なるカテゴリー表現上の差異（例えば、

表現形式上、「物」の発明であるか、「方法」の発明であるかの差異）である

場合に該当しないことは明らかである。 
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 したがって、上記（イ）の場合の検討において、本願発明２と同日出願発明

２とは同一であるとはいえない。 

 

 そして、上記（ア）の場合について検討するまでもなく、本願発明２は同日

出願発明２と同一であるとはいえない。 

 

３ 小括 

 

 よって、本願発明１は同日出願発明１と同一であるとはいえず、また、本願

発明２は同日出願発明２と同一であるとはいえない。 

 

第７ むすび 

 

 以上のことから、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由

によって拒絶すべきものとすることはできない。 

 

 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 

 よって、結論のとおり審決する。 

 

  令和１年６月２５日 
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